
 

 

やまなし水素エネルギー社会実現ロードマップ策定検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 水素を日常生活や産業活動で利活用する水素エネルギー社会の実現に向け、山梨

県における今後の目標や取り組みの方向性を示したロードマップ（以下「ロードマップ」

という。）を策定するため、やまなし水素エネルギー社会実現ロードマップ策定検討委員

会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 検討委員会は、知事が委嘱する別表に掲げる委員をもって組織する。 

２ 委員の任期は、委嘱のあった日から平成３０年３月３１日までとする。 

３ 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

４ 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。 

 

（会議） 

第３条 検討委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、検討委員会の議長となる。 

３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（代理出席） 

第４条 委員は、やむを得ない事情により検討委員会に出席できないときは、代理者を出 

 席させることができる。 

２ 前項の代理者は、委員とみなす。 

 

（検討事項） 

第５条 検討委員会は、次に掲げる事項に関して検討を行う。 

(1) 水素エネルギーの現状と課題に関すること。 

(2) 目指すべき水素社会のあり方に関すること。 

(3) ロードマップの目標と工程の設定に関すること。 

(4) その他、ロードマップの策定に関し必要な事項。 

 

（庶務） 

第６条 検討委員会の庶務は、エネルギー局エネルギー政策課において行う。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、ロードマップの策定及び検討委員会の運営に関し

必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年７月２８日から施行する。 



 

別表（第２条関係） 
 

№ 氏 名 所属・役職名等 

1 飯山 明裕 山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター センター長 

2 一瀬 修 公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部長 

3 梶原 昌高 
岩谷産業株式会社 産業ガス・機械事業本部 

水素本部 水素エネルギー部 シニアマネージャー 

4 金川 章孝 トヨタ自動車株式会社 先進技術統括部 主査 担当部長 

5 崎田 裕子 
ジャーナリスト、環境カウンセラー 

NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長 

6 鈴木 悟 株式会社日立パワーデバイス 製造本部 山梨製造部長 

7 平 真実 東京ガス山梨株式会社 取締役 企画総務部長 

8 福島 伸一郎 関東経済産業局 資源エネルギー環境部長 

9 丸田 昭輝 
株式会社テクノバ エネルギー・水素グループ 

グループマネージャー 

10 横津 棋一郎 東京電力パワーグリッド株式会社 山梨総支社 副総支社長 

                                  （５０音順） 

 


